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オープンフォーラム２ 
 

【テーマ】「専門職能力開発プログラム」 

 

【要 旨】 

 特定非営利活動法人日本医学図書館協会（協会）は、統合的な専門職養成プログラムを構築

することを目的に、平成 20 年度に教育担当理事、認定資格運営委員長、教育・研究委員長から

なる臨時の合同委員会を発足した。委員会は現状とニーズ把握のためにアンケート調査を行い、

その結果と文献調査により得られた知見を加味して提言をまとめ、平成 22 年度総会で報告した。

提言の骨子は「我々が目指すべき専門職とはどのようなものかを定義づけし、習得すべき知識

とスキルの範囲を明確にしたうえで研修制度を整え、認定資格制度を連動させ、包括的な専門

職能力開発プログラムを整備するべきである」というものであった。 

 それを受け、協会は平成 22～24 年度の中期重点目標として「ヘルスサイエンス図書館員が身

につけるべき知識とスキルを明確にし、適切な専門職能力開発プログラムを策定する」を掲げ、

以後専門の委員会（「専門職能力開発プログラム推進委員会」、後に「専門職能力開発委員会」）

を設置して、提言の実現に向けて検討を重ねてきた。 

 中期重点目標の最終年度にあたり、平成 24 年度に当委員会の活動成果として「医学図書館員

の倫理綱領」を含む「専門職能力開発プログラム」の成案（案２）を得た。当フォーラムでは、

「倫理綱領」「知識とスキル」「モデル活動」「カリキュラム」「研修」「認定資格制度」を包括す

る広範なプログラム案について、会員の理解を深めるために概要を説明し、次のステップとな

るプログラムの実施に進むにあたっての課題を共有するために、ディスカッションを行う。 

 

【司 会】 慶應義塾大学文学部図書館・情報学専攻・協会理事       酒井 由紀子 

【発表者】 杏林大学医学図書館・専門職能力開発委員長          諏訪部 直子 

【記 録】 東邦大学医学メディアセンター・専門職能力開発委員      佐山 暁子 
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専門職能力開発プログラム: 資料 5 研修・認定資格制度（案） 

 
Ⅰ．研修機会 
 
１．JMLA コア 
対象：ヘルスサイエンス分野の情報サービスの基礎を学びたい方 
 （他分野からの異動、転職含む） 
目的：ヘルスサイエンス図書館特有の基礎知識・スキルを習得する 
内容：医学図書館の基礎レベルに相当する 6 科目（04:カリキュラム案参照） 
機会：年 1 回独立、夏季、開催地は検討中 
方式：集合形式、将来的に個別科目での実施や遠隔・地区会での実施も考慮 
 
２．JMLA 継続教育コース 
対象：ヘルスサイエンス情報サービスに携わり、専門性を高めたい方 
目的：ヘルスサイエンス図書館特有のモデル活動（レベル I、II）実現のための知識とスキル等

の習得およびビジネス遂行能力の訓練 
内容：定番科目および最新動向に関する科目 
機会：総会前日、研究会前日・後日、地区会当日 
方式：講義・演習（ビジネス遂行能力を用いた相互形式を推奨）＋将来的に遠隔も考慮 
 
３．新研究会 
対象：ヘルスサイエンス情報サービスに携わる方・目指す方 
目的：図書館員による調査研究・エビデンスベーストプラクティスの推進、最新知識習得 
内容：自由テーマの研究発表および最新トピックのシンポジウム 
機会：年 1 回独立、開催地は受検討中 
方式：集合形式 
 
＊ビジネス遂行能力（グループ 3）は単独の教育プログラムは提供しないが、JMLA コア、継

続教育コースなど各種研修の中で講義・演習の形式に取り込む工夫を推奨する。 
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Ⅱ．認定資格 
 
１．基礎要件 
１） 司書資格 
２） 倫理綱領に対する宣誓の署名(※新規) 
３） 5 年以内に合計 2 年間のヘルスサイエンス情報関連機関の実務経験 
４） JMLA コア研修受講（※現在の基礎研修会や研究会＋継続コースとは異なる内容） 
５） ポイント数 過去 3 年間で 40 ポイント以上 
 
２．中級要件 
１） 基礎資格 
２） 倫理綱領に対する宣誓の署名(※新規) 
３） 5 年以上の実務経験 
４） ポイント数 過去 5 年間に 70 ポイント以上（更新は 50 ポイント） 
５） 専門職団体での活動 10 ポイント以上 
６） レベル I または II のモデル活動または関連する資格証明 3 単位（※新規） 
 
３．上級（新規） 
１） 基礎または中級資格 
２） 倫理綱領に対する宣誓の署名(※新規) 
３） 10 年以上の実務経験 
４） ポイント数 過去 5 年間に 100 ポイント以上（更新は 70 ポイント） 
５） 専門職団体での活動 20 ポイント以上、JMLA に関する活動 5 ポイント以上含む 
６） レベル I または II のモデル活動または関連する資格証明 6 単位（※新規） 
 
４．特記 
・現在の「基礎」は、改定案と要件は異なるが、永年認定なのでそのまま残る。 
・現在の認定取得者に改めて新研修プログラム参加の義務はない。 
・モデル活動の単位数は、レベル I は 1 項目 1 単位、レベル II は 1 項目 2 単位とする。 

 
以上 
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専門職能力開発プログラム: 資料 6 倫理綱領（案） 

 
 

医学図書館員のための倫理綱領（案） 
JMLA Code of Ethics for Health Sciences Librarianship 

2012/11/12 改訂 
2013/03/29 改訂 

 
この綱領は、保健・医療その他関連領域の情報サービスに携わる専門職（以下、医学図書

館員）の倫理的規範の枠組みを規定するものである。 
医学図書館員は、医療、教育、研究における意思決定に情報が必要であることを認識する。

また、情報に基づく意思決定を保証するために社会、利用者、組織に奉仕し、それにより

保健・医療その他関連領域の進歩発展に寄与する。 
 
 
社会への奉仕 
・医学図書館員は、医学・医療の専門家および一般市民が保健・医療その他関連領域の情

報にアクセスし、より広く高度な知識を習得することを推進し、情報に基づく意思決定を

促進する環境を創出して維持する。 
・医学図書館員は、利用者が情報へアクセスする機会の尊重と、著作者の権利の尊重に努

める。 
 
利用者への奉仕 
・医学図書館員は、利用者を差別せず、情報ニーズに応える。 
・医学図書館員は、プライバシーを尊重し、職務上知り得た利用者の秘密を守る。 
・医学図書館員は、入手しうる限りで最善の情報を利用者に提供することを保証する。 
 
組織への奉仕 
・医学図書館員は、所属する組織の情報ニーズや目的に合致した情報システムとサービス

の開発や維持のために、リーダーシップと専門性を発揮する。 
 
資料への責務 
・医学図書館員は、個人的信条によらず専門的知識と的確な判断とに基づいて、中立な立

場で資料の収集、組織、保存、提供に努める。 
 
専門職としての規範的行動 
・医学図書館員は、専門職としての哲学や理想を掲げ発展させる。 
・医学図書館員は、専門職としての知識技能の向上と共有に努め、その水準の発展に邁進

する。 
・医学図書館員は、礼儀と尊重をもって職業上の人間関係を良好に保つ。 
・医学図書館員は、常に専門職としての誇りと自覚をもち、高い品位を保つ。 
・医学図書館員は、専門職として研鑽に努める。 
・医学図書館員は、所属する組織の倫理的規範及び法的・社会的規範に沿って行動する。 
 




